
宮崎県教育委員会 障害者活躍推進計画の実施状況 

 

「障がい」に係る表記は次のとおりとしています。 

 ①法律等に明記されている以下の用語は、明記されているとおりの表記とします。 

  障害者活躍推進計画（法第７条の３）、障害者雇用推進者（法第７８条）、 

  障害者職業生活相談員（法第７９条）、障害者採用計画通報書（固有名詞） 

   ※ 「法」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律のことを指します。 

 ②それ以外は、「障がい」と表記します。 

 

評価年度 令和４年度 

目標に対す

る達成度 

採用に関する目標 

実雇用率：２．３０％（令和４年６月１日時点） 

 

定着に関する目標 

 令和４年度に採用した障がいのある職員に離職者はいなかった。 

取組内容の 

実施状況 

１ 障がいのある職員の活躍を推進する体制整備 

（１）障害者雇用推進者として、教育政策課長を選任。 

（２）障害者職業生活相談員に選任又は選任予定の者について、宮崎

労働局が開催する障害者職業生活相談員資格認定講習を受講し

た。 

（３）障がいのある職員が配属されている所属の職員を中心に、宮崎

労働局が開催する「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」

を受講した。 

（４）所属長又は上司や障害者職業生活相談員等、障がいのある職員

の相談窓口の役割を整理し、障がいのある職員本人からの相談先

を周知した。 

 

２ 障がいのある職員の活躍の基本となる職務の選定・創出 

（１）「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に

基づき、当該計画や人事管理等の運用のため、任意で障害者手帳

の写しの提供を求め、障がい者の把握に努めた。 

（２）障がいのある職員がその有する能力を発揮して遂行できる職務

の選定（既存業務の切出し等）や創出（複数の作業の組合せによ

る新規業務の創出等）を行った。 

 



３ 障がいのある職員の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

（１）所属長等が定期的に面談により必要な配慮等を把握し、必要措

置を講じた。なお、措置を講じるに当たっては、障がいのある職

員からの要望を踏まえつつ、可能な範囲で適切に実施した。 

（２）会計年度任用職員の募集・採用に当たっては、以下の取扱いを

行わない。 

・特定の障がいを排除し、又は特定の障がいに限定する。 

・「自力で通勤できること」といった条件を設定する。 

・「介助者なしで業務遂行が可能」といった条件を設定する。 

・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けら

れること」といった条件を設定する。 

・特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。 

（３）教員選考採用試験、実習助手・寄宿舎指導員の採用試験におい

て障がい者枠特別選考を実施した。 

（４）学校事務職員として２名の障がい者を任用した。 

（５）教育委員会事務局において会計年度任用職員（障がい者枠）と

して６名を任用した。 

点検結果 本県の実雇用率は法定雇用率に達していないものの、教育委員会事

務局や市町村立学校に障がい者の採用枠を設けて、会計年度任用職員

などの採用の拡充を進めることができた。 

 


